
１

２

３

☑ 不動産（含 借地借家） ☑ 債権回収 □ 医療過誤 □ 渉外・外国人

□　個人倒産消費者 ☑ 労働問題 □ 行政 □ 家事事件

☑ 倒産 ☑ 商事 ☑ 知財事件 □ 刑事・少年事件

４

５

６

７

８

受任

設備使用

経費分担

９

採用予定人数

アソシエイト・勤務弁護士

パートナー・経営者

主な取扱事件（複数選択可）

　労働事件（労使双方）と中小企業法務（紛争対応・顧問業務）を柱としつつ、会社・個人を問わず幅広い案件
を取り扱っています。特徴的な分野としては、会社紛争、知的財産・技術紛争、学校問題等も取り扱います。
また、破産管財人の業務も常時取り扱っています。交通事故、不動産関係、相続といった一般民事事件もあ
ります。
　多様な分野の経験を積む中で、ご自身の得意分野を見定めることができるのではないかと思います。

　男性（　2　）名　　女性（　0　）名　　　　（　62　）期～（　63　）期

（　　1　　）名 採用対象修習期

その他取り扱い事件に特色があれば、ご記入ください。

　　　　　（　　69～73　　）期

　うち弁護士（日本資格）　　　男性（　4　）名　女性（　0　）名

　資格の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　計（　－　）名

　男性（　2　）名　　女性（　0　）名　　　　（　68　）期～（　69　）期

他の有資格者　（注１）

事 務 所 の 構 成
　総数　（　　6　　）名（職員を含む）

経験弁護士募集票

Ｅ－ｍａｉｌ

　ＴＥＬ　045-319-6443

t_nakano@n-n-law.com

【ご記入いただくにあたって】
　注１「他の有資格者」には、事務所所属の公認会計士、税理士、弁理士、司法書士等の士業の方を記載してください。

野澤・中野法律事務所

野澤哲也/中野智仁

事 務 所 所 在 地

事 務 所 名

事務所URL（ブログ可）

責任者/担当者名

連 絡 先

http://www.nozawa-law.jp/

横浜市中区真砂町4-43　木下商事ビル8階

ＦＡＸ　045-319-6453

掲載終了日

　☑可　　　□許可制　　　□相談制　　　□不可

個 人 受 任

　　　2021年　　7月　　31日　　　※記載がない場合は申請月から３ヵ月後の月末に削除

　☑勤務弁護士　　　□独立採算制　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）勤 務 形 態

平日事務所内勤務時間

 条　　件（勤務弁護士の場合）　 

休暇

業務状況の許す限り自由

夏季休暇は各自が適宜1週間ほど取得。冬期休暇は年末年始の概ね1週間。

原則月曜日～金曜日勤務日

固定給制（詳細は面談において説明）

交通費（上限あり）、弁護士会費、弁護士賠償責任保険は事務所負担。
その他　（弁護士会費の
事務所負担等）

受任時

給与

　横浜の伝統的な法律事務所で研鑽を積んだ野澤哲也と東京の大手企業法務事務所で研鑽を積んだ中野
智仁が、平成29年1月に開設した法律事務所です。案件数の増加を受けて1名の勤務弁護士を募集致しま
す。

　パートナー弁護士2人の経歴の影響もあり、取り扱う事件の幅は広いです。案件ごとに複数の弁護士が組
んで対応しており、その中で経験・知識・考え方を共有し、様々な苦労も分かち合うことによって、弁護士に
とっても良い執務環境を作りたいと思っています。
　そのような執務を通じて、入所から2・3年程度を目処として、自分の注力分野や目指す弁護士像を確立して
頂ければと思います。

　「解決までのプロセスを自分で考え、前向きに議論できる方」、「素直で謙虚な方」、「長期的に事務所の柱
になる意欲のある方」にご加入頂けると嬉しいです。
　ご応募をお待ちしております。

事務所のアピール・特色・将来像・求める人材等

　☑可　　　□不可　　　□その他

　□分担無　　　☑分担有（3割）　　　□その他

mailto:t_nakano@n-n-law.com
http://www.nozawa-law.jp/


　　　　　書式作成日：2013年3月改訂

　　　　　書式番号：業1-317

【個人情報の取扱いについて】
　ご提供いただきました情報は、ホームページ上への掲載等、司法修習生等の就職活動に資することを目的として利用致します。


